
東 社 労 第 ８ ６ 号 

平成２６年５月２３日 

 

統括支部長 

支 部 長 

 

東京都社会保険労務士会 

会 長  大 野  実 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 就職差別解消促進月間を契機とした注意喚起について 

 

 

 時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当会の事業運営に対し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記のことにつきまして、東京都総務局人権部長より、別添（写）のとお

り、「就職差別解消促進月間」を契機とした、職務上請求書や戸籍謄本等の取扱い

について周知依頼の連絡がありましたのでご報告いたします。 

つきましては、貴統括支部及び支部所属会員の皆様への周知方よろしくお願い申

し上げます。 

併せて、平成２６年６月１０日（火）及び平成２６年６月２７日（金）に開催さ

れます、「なくそう就職差別問われる企業と社会の人権感覚」のスローガンに基づ

いた平成２６年度就職差別解消促進月間事業への参加勧奨につきましてもお願い

申し上げます。 

なお、本会ホームページ（会員ページ）におきましても、登載のうえ、会員に周

知することといたしますので申し添えます。 

  

  

        （担当：総務課 今泉） 
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